
           
 被

用
者
年
金
一
元
化
法
に
つ
い
て 

平
成
24
年
８
月
に
成
立
し
た
「
被
用

者
年
金
一
元
化
法
」
に
よ
り
平
成
27
年

10
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
厚
生
年
金

と
３
つ
の
共
済
年
金
に
分
か
れ
て
い
た

被
用
者
年
金
制
度
が
厚
生
年
金
制
度
に

統
一
さ
れ
ま
し
た
。 

 

平
成
27
年
10
月
以
降
、
厚
生

年
金
の
決
定
・
支
払
は
従
来
ど

お
り
、
厚
生
年
金
被
保
険
者
期

間
分
は
日
本
年
金
機
構
、
共
済

組
合
な
ど
加
入
期
間
分
に
つ
い 

て
は
各
共
済
組
合
な
ど
で
行
い
ま
す
。 

厚
生
年
金
に
関
す
る
届
書
な
ど
（
※
） 

は
日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
ま

た
は
各
共
済
組
合
な
ど
の
、
ど
の
窓
口

で
も
受
付
し
ま
す
（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
）
。 

※
平
成
27
年
10
月
以
降
に
受
給
権
が

発
生
し
た
厚
生
年
金
に
限
り
ま
す
。 

ま
た
、
障
害
給
付
の
一
部
の
届
書
な

ど
は
除
き
ま
す
。 

▼
年
金
相
談
に
関
す
る
変
更
事
項 

 
 

共
済
組
合
な
ど
（
国
家
公
務
員
共

済
組
合
、
地
方
公
務
員
な
ど
共
済
組

合
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
）
が
管

理
す
る
年
金
記
録
の
う
ち
、
平
成
27

年

10
月
以
降
に
厚
生
年
金
を
受
け

る
権
利
が
発
生
す
る
被
保
険
者
お
よ

び
受
給
者
の
方
に
つ
い
て
は
、
日
本

年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
の
窓
口

に
お
い
て
も
年
金
相
談
が
可
能
に
な

り
ま
す
。 

※
日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
で

相
談
が
可
能
と
な
る
の
は
厚
生
年
金

に
限
り
ま
す
。（
共
済
年
金
に
関
す
る

相
談
は
行
え
ま
せ
ん
。
） 

▼
共
済
組
合
な
ど
が
支
払
う
厚
生
年
金

に
つ
い
て
、
年
金
事
務
所
で
行
え
る

相
談
内
容 

①
受
給
者
記
録
に
関
す
る
照
会 

共
済
組
合
な
ど
が
支
払
う
年
金

に
つ
い
て
、
年
金
額
、
年
金
額
の
変

更
理
由
、
支
払
額
な
ど
に
関
す
る
照

会
。 

※
年
金
額
の
根
拠
や
改
定
に
い
た
っ
た

経
緯
な
ど
を
確
認
さ
れ
る
場
合
は
、

決
定
・
処
分
を
行
っ
た
各
共
済
組
合

な
ど
に
直
接
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。 

②
被
保
険
者
記
録
に
関
す
る
照
会 

共
済
組
合
な
ど
の
加
入
期
間
を

有
す
る
方
か
ら
の
被
保
険
者
記
録

(

加
入
期
間
や
標
準
報
酬
月
額
な
ど)

に
関
す
る
照
会
。 

※
共
済
組
合
な
ど
で
管
理
す
る
加
入
期

間
や
標
準
報
酬
月
額
な
ど
の
根
拠
を

確
認
す
る
場
合
や
加
入
期
間
の
調
査

を
依
頼
す
る
場
合
は
、
各
共
済
組
合

な
ど
に
直
接
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。 

③
年
金
の
受
給
資
格
の
有
無
に
関
す
る

照
会 厚

生
年
金
保
険
法
に
基
づ
き
年

金
の
権
利
が
発
生
す
る
方
か
ら
の
年

金
の
受
給
資
格
に
関
す
る
照
会
。 

▼
届
書
な
ど
の
受
付
に
関
す
る
変
更
事
項 

「
年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書
」
や

「
年
金
証
書
」
な
ど
、
他
の
実
施
機

関
に
係
る
加
入
期
間
や
年
金
額
を
明

ら
か
に
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
添
付
が
不
要
と
な
り
ま
す
。 

▼
年
金
の
決
定
・
支
払
い
に
関
す
る
変

更
事
項 

①
老
齢
厚
生
年
金
お
よ
び
遺
族
厚
生
年

金
（
長
期
要
件
）
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
加
入
期
間
ご
と
に
各
実
施

機
関
｛
厚
生
労
働
大
臣
（
日
本
年
金

機
構
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
地

方
公
務
員
な
ど
共
済
組
合
、
私
立
学

校
教
職
員
共
済
｝
が
決
定
・
支
払
い

を
行
い
ま
す
。 

②
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
手
当
金
お
よ

び
遺
族
厚
生
年
金
（
短
期
要
件
）
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
初
診
日
ま
た

は
死
亡
日
に
加
入
し
て
い
た
実
施
機

関
が
他
の
実
施
機
関
の
加
入
期
間
分

も
含
め
年
金
額
を
計
算
し
、
決
定
・

支
払
い
を
行
い
ま
す
。 

▼
被
用
者
年
金
一
元
化
に
あ
わ
せ
て
次

の
事
項
も
変
更
さ
れ
ま
す
。 

①
年
金
額
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
１

０
０
円
単
位
か
ら
１
円
単
位
に
変
更

し
ま
す
。 

②
年
金
の
各
支
払
期
の
端
数
処
理
に
つ

い
て
、
各
支
払
月
に
１
円
未
満
の
端

数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
切
り
捨

て
た
金
額
の
合
計
額
を
翌
年
２
月
に

支
払
わ
れ
る
年
金
額
に
加
算
し
ま
す
。 

・
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
方
が

国
会
議
員
ま
た
は
地
方
議
会
議
員
で

あ
る
場
合
、
議
員
報
酬
の
月
額
お
よ

び
期
末
手
当
の
額
と
年
金
の
額
に
応

じ
て
、
年
金
の
一
部
ま
た
は
全
額
が

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 


